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労働条件改善の取組への国の支援策

　こうした背景の下、厚生労働省もこれまで、介護従事者の労働条件の確保・改善に向けて通達や事務連
絡、さらには普及啓発のためのパンフレットの発行を通して各事業所に対する働きかけをしてきました。ま
た、平成21年度にはこれらの一層の普及を図るために、介護事業特有の勤務実態等を十分に考慮した「労働
条件チェックリスト」「モデル労働時間管理簿」「モデル労働条件通知書」「社内規則例」を開発しました。
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」（平成16年8月27日付け基発第0827001号）
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保ために」パンフレット
「介護労働者の労働条件の確保・改善対策の推進について」（平成21年4月1日付け基発第0401005号）
「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」パンフレット

　この労務管理マニュアルは、介護従事者のうち特に訪問介護員の労務管理について、事業者が、また現場
の責任者であるサービス提供責任者が取り組むべきポイントや基本的な情報を、9つのテーマに沿って簡潔
にまとめたものです。また、人材育成など雇用管理を充実するためのアイデアも掲載しています。そして、事
業者ならびにサービス提供責任者の方が、日頃抱えている課題や疑問・悩み等についてどの箇所を読めばよ
いか分かりやすく示すために、「Ⅱ労働条件の確保・改善のためのフローチャート」を用意しています。
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労働条件の確保・改善のためのフローチャート

　訪問介護事業に携わる事業者および現場の管理者であるサービス提供責任者は、介護従事者、とりわけ訪
問介護員の労働条件の確保・改善に向けて、様々な課題や疑問・悩み等を抱えていることでしょう。
　ここでは、労働条件や人材育成等について、しばしば挙げられる課題、悩みを30項目ほど取り上げ、各々
について、本書のどこを読むと参考になるかを簡潔にまとめました。利用の際には、自社の課題、悩み等に
あてはまる、もしくは類似する「想定される問題点、悩み」を探し、それに対応した「参照する項目」を読んで
ください。また、「想定される問題点、悩み」は、30項目のうち、いくつが自社にも当てはまるか、というよう
にチェック項目として、利用することも可能です。
　なお本書で解説する項目は、事業者・サービス提供責任者として活躍するすべての方が押さえるべきポイ
ントとなりますが、各ページの右上には、特にその項目を読んでほしい方をアイコンで示しています。

【労働条件の明示について】

想定される問題点、悩み 参照する項目

従業員を雇うため、契約の際に文書で交わし
ておくべきことを知りたい。

有期契約の訪問介護員を雇う場合、契約上明
記しておくべきことは何か。

Ⅲ （１）ポイント①（18頁）
従業員（訪問介護員等）を雇い入れた時には、
書面で労働条件を明示しましょう。

Ⅲ （１）ポイント②（19頁）
有期契約の従業員（訪問介護員等）に対しては、契
約の更新に関する内容についても明示しましょう。

【就業規則について】

従業員を雇って事業を進めるために、労務管
理上、準備すべきことを知りたい。

短時間勤務の訪問介護員を雇う場合、労務管
理上、すべきことは何か。

就業規則はあるが、作った後に何をすべきか
を知りたい。

Ⅲ （２）ポイント①（20頁）
就業規則を作成し、定期的に見直しましょう。

Ⅲ （２）ポイント②（22頁）
短時間勤務の訪問介護員向けの就業規則を
作成しましょう。

Ⅲ （２）ポイント③（23頁）
必要な時に、従業員（訪問介護員等）が就業規
則を容易に確認できるよう工夫しましょう。
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【労働時間について】

想定される問題点、悩み 参照する項目

何が労働時間に含まれるのか。

労働時間の適切な把握方法がわからない。

移動時間や待機時間の正しい捉え方を知り
たい。

時間外労働や休日労働が必要な時にはどう
すべきか。

Ⅲ （３）ポイント①（24頁）
労働時間の範囲について、事業者と訪問介護
員の両者で確認しましょう。

Ⅲ （３）ポイント②（25頁）
働いた時間を適正に把握しましょう。

Ⅲ （３）ポイント③（26頁）
労働時間に含まれる移動時間・待機時間等を
適正に把握しましょう。

Ⅲ （３）ポイント④（27頁）
時間外労働や休日労働を行わせる場合は、労使協定
（36協定）を結び、労働基準監督署長に届け出ましょう。

休憩の適切な取り方（取らせ方）を知りたい。 Ⅲ （４）ポイント①（29頁）
休憩は確実に取得できるようにしましょう。

休日の適切な取り方（取らせ方）を知りたい。 Ⅲ （４）ポイント②（30頁）
毎週少なくとも1日の法定休日を確保しましょう。

【休憩及び休日について】

適切な賃金の算定方法を知りたい。 Ⅲ （５）ポイント①（32頁）
移動時間や業務報告書作成時間等は、労働
時間に算入して、賃金を支払いましょう。

時間外や深夜・休日の労働に対する賃金の算
定方法を知りたい。

Ⅲ （５）ポイント②（33頁）
時間外・休日・深夜の労働に対して割増賃金
を支払いましょう。

賃金の適正な水準がわからない。 Ⅲ （５）ポイント③（34頁）
最低賃金額以上の賃金を支払いましょう。

利用者からキャンセルがあった場合にはどう
すべきか。

Ⅲ （５）ポイント④（35頁）
利用者からキャンセルがあった場合、休業手当や
代替業務の提供等により賃金を補償しましょう。

賃金の適切な管理方法を知りたい。 Ⅲ （５）ポイント⑤（36頁）
労働者名簿と賃金台帳を作成して保存しま
しょう。

【賃金等について】
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【年次有給休暇について】

想定される問題点、悩み 参照する項目

有給休暇の適切な取り方（取らせ方）を知り
たい。

Ⅲ （６）ポイント（37頁）
短時間勤務の従業員（訪問介護員等）にも年
次有給休暇を付与しましょう。

雇止めを行う場合、守るべきことを知りたい。 Ⅲ （７）ポイント①（39頁）
解雇を行う場合は労働契約法を遵守しましょう。

雇止めを行う場合の適切な手続きを知りたい。 Ⅲ （７）ポイント②（40頁）
解雇・雇止めを行う場合は適正な予告手続き
を行いましょう。

【解雇・雇止めについて】

職員の安全衛生を図るために、どのような体
制を整備すべきか。

Ⅲ （８）ポイント①（41頁）
産業医の選任等、衛生管理体制を整備しま
しょう。

職員の安全衛生、健康を維持するために、何
をすべきか。

Ⅲ （８）ポイント②（43頁）
訪問介護員を雇い入れた時は安全衛生教育
を実施しましょう。

Ⅲ （８）ポイント③（44頁）
定期的に健康診断を実施しましょう。

特に訪問介護員の健康維持のために気をつ
けるべきことは何か。

Ⅲ （８）ポイント④（45頁）
腰痛対策や感染症対策、メンタルヘルス対策
を行いましょう。

【安全衛生管理について】

事業者の責任で入るべき公的保険を知りたい。 Ⅲ （９）ポイント（46頁）
事業者の責務として労働保険や社会保険に
加入しましょう。

【公的保険について】

Ⅱ
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
の

た
め
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり ～労働条件改善に向けた実践方策～ 15

【人材の確保・定着について】

想定される問題点、悩み 参照する項目

訪問介護員の確保・定着のポイントは何か。 Ⅳ （１）ポイント①（50頁）
募集・採用時に仕事内容や労働条件等の情報
提供を行いましょう。

サービス提供責任者が、訪問介護員の確保・
定着に向けて何をすべきか。

Ⅳ （１）ポイント②（52頁）
仕事についての指示・アドバイスを適宜行うな
ど、コミュニケーションの機会を増やしましょう。

訪問介護員の働きがいは、どうすれば向上す
るか。

Ⅳ （１）ポイント③（53頁）
キャリアパスモデルを提示しましょう。

【人材育成について】
適切な人材育成の方法を知りたい。 Ⅳ （２）ポイント①（54頁）

OJTとOff-JTを組み合わせ、計画的に人材育
成を行いましょう。

仕事を通じて人材を育成するにはどうすれ
ばよいか。

Ⅳ （２）ポイント②（56頁）
育成を考えた仕事の割り振りをしましょう。

育成の成果はどのように把握すればよいか。 Ⅳ （２）ポイント③（58頁）
知識・能力・技術や働きぶりの把握と評価をし
ましょう。

【健康管理について】
法定の健康診断以外に特に何をすべきか。 Ⅳ （３）ポイント①（60頁）

訪問介護員の心の健康の保持増進をしましょう。

Ⅳ （３）ポイント②（62頁）
腰痛対策を行いましょう。

Ⅳ （３）ポイント③（64頁）
健康診断の充実を図りしましょう。
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提供を行いましょう。

サービス提供責任者が、訪問介護員の確保・
定着に向けて何をすべきか。

Ⅳ （１）ポイント②（52頁）
仕事についての指示・アドバイスを適宜行うな
ど、コミュニケーションの機会を増やしましょう。

訪問介護員の働きがいは、どうすれば向上す
るか。

Ⅳ （１）ポイント③（53頁）
キャリアパスモデルを提示しましょう。

【人材育成について】
適切な人材育成の方法を知りたい。 Ⅳ （２）ポイント①（54頁）

OJTとOff-JTを組み合わせ、計画的に人材育
成を行いましょう。

仕事を通じて人材を育成するにはどうすれ
ばよいか。

Ⅳ （２）ポイント②（56頁）
育成を考えた仕事の割り振りをしましょう。

育成の成果はどのように把握すればよいか。 Ⅳ （２）ポイント③（58頁）
知識・能力・技術や働きぶりの把握と評価をし
ましょう。

【健康管理について】
法定の健康診断以外に特に何をすべきか。 Ⅳ （３）ポイント①（60頁）

訪問介護員の心の健康の保持増進をしましょう。

Ⅳ （３）ポイント②（62頁）
腰痛対策を行いましょう。

Ⅳ （３）ポイント③（64頁）
健康診断の充実を図りしましょう。
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